
 

 

 

 

かほく市新婚さん住まい応援事業補助金について 

  

４０歳未満の新婚夫婦やパートナーシップを宣誓したお二人が市内の民間賃貸住宅または

特定公共賃貸住宅に入居した場合に月額１万円を補助します。 

 

制度の目的 

新婚世帯等の市内賃貸住宅への入居を促し、将来の市内での持家取得による定住に導

くとともに、市内の賑わい創出による地域経済の活性化を図ることを目的とするものです。 

 

１．補助対象世帯 ※下記のいずれかに該当する世帯 

・ 婚姻届を提出してから 1年以内の夫婦で、婚姻届出日現在において夫婦ともに 40歳未満 

の新婚世帯 

・ かほく市パートナーシップの宣誓の日から１年以内のもので、宣誓日現在においてパート 

ナーいずれも 40歳未満の世帯 

 

２．補助対象住宅 

・  かほく市内の民間賃貸住宅 

  ※社宅等事業主から貸与を受けた住宅、申請者及び申請者の配偶者の親族が所有している住宅等は対象外です。 

・  特定公共賃貸住宅（かほく市特定公共賃貸住宅条例に規定する住宅） 

 

３．補助対象要件 ※下記のすべてに該当すること 

・ 平成 23年 4月 1 日以降に賃貸借契約を行い、入居している世帯。 

・ 補助を受けようとする賃貸住宅の所在地に住民登録を行い、かつ生活の実態がある世

帯。 

・ 夫婦またはパートナーのいずれか一方が借主（契約者）であること。 

・ 家賃（駐車場使用料等は除く）が月額 3万円以上であること。 

・ 公的制度による家賃補助を受けていないこと。（かほく市空家等家賃支援補助金を除く） 

・ 以前に当該補助金の交付を受けていないこと。 

・ 市税等に滞納がないこと。 

 

４．補助金額 

 一世帯当たり月額 10,000円を最大２４ヶ月間補助します。 

 夫婦またはパートナーとも市外から転入した世帯は、月額 5,000 円を２４ヶ月間加算しま

す。 

 夫婦またはパートナーのうちいずれかが市外から転入した世帯は、月額 5,000 円を初年

の１２ヶ月間加算します。 

 補助金受給期間内に出産した場合、補助期間を１年間（25 ヶ月目～36 ヶ月目）延長でき

ます。延長期間の補助金額は、一世帯当たり月額 5,000円となります。 

 

５．交付申込み手続 

補助対象の要件を満たしたときに、申込してください。 



６．補助金の支給 

補助金の支給は、申込みをした月の翌月１日から起算して１年を経過した日現在と２年を

経過した日現在で補助対象要件を満たしている場合に支給します。 

【注意】上記期間の途中で市外へ転出されるなど補助対象要件を満たさなくなった場合、

当該年分以降の補助金については支給されませんのでご注意願います。 

 

７．申請手続き 

■補助対象の要件を満たしたときに、かほく市新婚さん住まい応援事業補助金交付申込

書（様式第１号）により申込みしてください。 ※電子申請も可能です。   

 

 

 

 

 

■交付申込みをした月の翌月から起算して１年後と２年後に交付申請書（様式第２号）と 

請求書（様式第５号）を提出してください。 

 

 
 

■書類審査を行い、補助対象要件を満たしている場合に交付決定通知書を郵送します。 
 

（例：５月に交付申込みをした場合の流れ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請窓口・お問い合わせ先 

かほく市役所 地域政策部企画振興課 まちづくり係 

〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ８１番地 

℡：076-283-1112（直通） Fax076-283-4242 

E-mail：kikaku@city.kahoku.lg.jp 

＜交付申込書の添付書類＞ 

①夫婦の記載のある戸籍謄本もしくはパートナーシップ宣誓書受領書  

②世帯全員の住民票（謄本）の写し  ③賃貸借契約書の写し  

＜交付申請書の添付書類＞ 

① 世帯全員の住民票（謄本）の写し（本籍及び続柄の記載があるもの）  

↓電子申請はこちらから↓ 
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